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シリーズ

1．はじめに

　日本では，2000年頃に相次いで食の安全を揺るがす問
題（食品を原因とする腸管出血性大腸菌感染症のアウト
ブレイク，BSE感染牛の発生，輸入野菜の残留農薬問題
など）が発生したことから，食品安全行政が見直され，
欧米ですでに採用されていた「リスク分析」手法を導入
した1）．リスク分析の枠組みは，①「リスク評価」（食品
中のハザードの摂取によりどの程度の健康上の悪影響が
でるかを科学的に評価），②「リスク管理」（リスク評価を
踏まえ，リスク低減のための具体的な措置を講じる），
③「リスクコミュニケーション」（リスク分析の各段階で
リスク評価者・リスク管理者・消費者・事業者・研究者
などのすべての関係者間で情報及び意見を双方向に交換
する）の 3つの要素からなっている．以降，食の安全に
関する研究は，化学的危害要因としては食品中の添加物，
残留農薬，カビ毒，自然毒，ダイオキシンなど，生物的
危害要因としては病原微生物（腸管出血性大腸菌，病原
性大腸菌，カンピロバクター，サルモネラ属菌，ノロウ
イルスなど）や寄生虫（アニサキス，クドア，サルコシ
スティスなど）など，物理的危害要因としては放射性物
質，異物の混入など，食品中の危害要因についてのリス
ク評価及びリスク管理の科学的根拠を得るという観点で
の研究が行われている．更には，食品のリスク認知やリ
スクリテラシーを含めたリスクコミュニケーションに関
する研究などもあり，「リスク分析」に関連する様々な研
究が行われている．本稿では，食品中の病原微生物のリ
スクに関する研究を中心に，食品安全に関する研究の国
際的動向について述べさせていただく．

2．食品安全に関する国際的な取り組みについて

　2000年，2010年，及び2020年に開催された世界保健機
関（WHO：World Health Organization）総会において，
食品安全に関する決議が採択された2）～4）．日本は，これ
らの決議を踏まえ，食品安全に関する様々な取り組みを
進めている．
　2020年の決議文の総論部分では新たな科学技術から得
られるデータを活用し，食品安全のシステムを設計する
ことなどの重要性が示されている．また，加盟国に求め
られる取組みとしては「持続可能な開発目標（SDGs：
Sustainable Development Goals）」を踏まえた食品安全へ
の取り組み，食品のトレーサビリティの充実，食品汚染
の早期発見の強化，消費者の食品安全への意識を高める
教育・研修の重要性などが示され，WHOに対しては加
盟国がリスク分析に新しい技術を導入する際に支援する
ことや，食品に起因する疾病負荷の新しい報告書を作成
し，その際には障害調整生存年数（DALYs：Disability-

adjusted life years）の単位で最新の推計を行うことなど
が示されている．
　SDGsの目標 3では「すべての人に健康と福祉を」を
目標としている5）．国内では，“食と健康”という観点で
の課題として，食品の不健康な食べ方による不適切な栄
養摂取リスクが取り上げられることが多い．例えば，栄
養の過剰摂取による肥満状態が 2型糖尿病の発症リスク
や高血圧，動脈硬化などの発症リスクも高めることや高
齢者の低栄養はフレイルからサルコペニア，ロコモティ
ブシンドロームなどをもたらすことがある．これらの栄
養摂取に関する課題は健康寿命の延伸を目指した健康日
本21（第二次）における重要な課題の一つである6）．ま
た，若い世代では不自然なダイエットや間食を中心とし
た不規則な食生活やファストフードへの偏りなどにより，
カロリーは充足しているにもかかわらず，タンパク質や
ビタミン，ミネラルが不足するという問題が取り上げら
れることもある．このような栄養摂取リスクに関する課
題への対応が図られる一方で，患者数が500人以上の大規
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模食中毒や複数の自治体が関連する食中毒が発生し（表
1），国内の食品の安全性確保において食中毒への対応も
看過できないことから，厚生労働省は2018年の食品衛生
法の改正において広域食中毒事例への対応を強化した7）．
　海外の状況をみると，WHOは2015年に2010年の食品
由来疾患の世界的負荷推計を公表し，「推計の対象とした
31の病因物質に起因する汚染食品によって疾病に罹患す
る患者は6 億人（95％信頼区間（UI：Uncertainty Inter-

val）：4.2億人－9.6億人）と推計され，10人に 1 人が被
害を被っていることが示され，このうち42万人（95％ 

UI：31万人－60万人）が死亡した．最も発生頻度が多い
ものは下痢性疾病を引き起こす病因物質によるもので，
特にノロウイルスやカンピロバクターに起因するもので
あった．さらに，5歳未満の乳幼児の推計結果をみると，
5歳未満の乳幼児は総人口の 9％を占めるにしかすぎな
いが，罹患者は38％を，死亡者は30％を，DALYsは40％
を占めていた．」と報告した8）．このようにグローバルな
視点での“食と健康”の課題では，食品衛生管理で活用
されるより簡便で効果的な検査システムの開発などを通

じた途上国の食品由来疾患対策への日本の貢献も欠かす
ことはできない．

3．食品中の病原微生物に起因する疾病負荷及び食
品寄与率に関する研究

（1）食品に由来する急性胃腸炎の実被害患者の推計
　リスク管理の第一段階は，食品安全上の問題を迅速か
つ正確に探知，認識することである．日本では食品に由
来する健康被害は，「食品衛生法」と「感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に関する法律（以下，「感染症
予防法」という）」に基づき報告されたデータが公表され
ている．食品衛生法では，食品が原因であることが疑わ
れた事例に関する医師からの届出などを端緒として，都
道府県等において調査が行われ，食中毒事例として対応
したものが報告され，食中毒統計として公表されている．
食品による健康被害として急性胃腸炎症状を呈する健康
被害を考えてみると，ある程度ひどい下痢症状（ 1日に
3回以上の水様性下痢等）があっても，必ず医師の診察
を受けるわけではないことや，医療機関を受診しても対

表 1 　複数県が関与する主な食中毒事例（1998年から2018年）

時 期 場 所 原因食品 原因物質 患者数 死亡者 関係自治体

H10. 3 大阪府（製造所） 三色ケーキ サルモネラ属菌 1,371 0 4

H10. 5 北海道（製造所） いくら醤油漬け 腸管出血性大腸菌 49 0 11

H11. 3 青森県（製造所） イカ乾製品 サルモネラ属菌 1,634 0 114

H11. 8 北海道（製造所） 煮かに 腸炎ビブリオ 509 0 7

H12. 6 大阪市（製造所） 加工乳等 ブドウ球菌 13,420 0 23

H13. 3 栃木県（製造所） 牛たたき等 腸管出血性大腸菌 195 0 9

H15. 11 長崎市（飲食店） レストランの弁当 ノロウイルス　 790 0 10

H17. 5 大阪府（仕出屋） 給食弁当 ウェルシュ菌 673 0 4

H17. 6 滋賀県（仕出屋） 給食弁当（鮭の塩焼き） ブドウ球菌 862 0 3

H18. 12 奈良県（仕出屋） 仕出し弁当 ノロウイルス 1,734 0 4

H19. 9 宮城県（製造所） イカの塩辛 腸炎ビブリオ 620 0 12

H23. 4 富山県（飲食店） ユッケ 腸管出血性大腸菌 181 5 9

H23. 5 山形県（製造所） 団子及び柏餅 腸管出血性大腸菌 287 1 4

H24. 8 札幌市（製造所） 漬物（白菜亜漬け） 腸管出血性大腸菌 169 8 11

H26. 7 静岡市（販売店） 冷やしキュウリ 腸管出血性大腸菌 510 0 11

H28. 4 江東区（飲食店） 鶏ささみ寿司 カンピロバクター属菌 609 0 3

H28. 10 静岡県（製造所） 冷凍メンチカツ 腸管出血性大腸菌 67 0 12

H29. 2 東京都（学校） きざみのり ノロウイルス 1,084 0 4

H29. 8 埼玉県等（飲食店，仕出屋） そうざい 腸管出血性大腸菌 45 1 3

H30. 5 埼玉県等（高齢者施設） サンチュ 腸管出血性大腸菌 20 0 4

（厚生労働省薬事食品衛生審議会資料をもとに作成）



処療法のみで，検便検査を行い原因となった病原因子を
突き止めるまで至らない場合があることから，食中毒統
計で公表されている患者数は食品による急性胃腸炎疾患
の一部であるといわれている．感染症予防法では，腸管
出血性大腸菌感染症，コレラ，細菌性赤痢，腸チフス及
びパラチフス，A型肝炎，E型肝炎については医療機関
を受診した全感染者数が，感染性胃腸炎（ノロウイルス
等によるもの）については小児科定点医療機関からの感
染者数が感染症情報として公表される．これらの病原微
生物は食品からの感染が疑われるが，ヒトからヒトへの
感染もあり，食品の摂取によって感染した感染者数は報
告されている感染者数の一部である．それぞれの法の目
的にしたがって集計され，公表されているが，いずれの
法律による統計値も，食品が原因である健康被害の実態
を示してはいない9）．
　そこで，食品による健康被害の実被害状況を把握する
ために，食品に由来する急性胃腸炎患者等の実被害患者
数の推計が研究ベースで行われている．厚生労働省が 3
年毎に実施している基幹統計調査である患者調査のデー
タ，感染症予防法に基づいて集められる感染症情報の
データ，厚生労働省が実施している院内感染症対策サー
ベイランス事業（JANIS：Japan Nosocomial Infections 

Surveillance）の検査部門の検査データ，及び民間臨床検
査機関の検査データなどを活用して実被害患者数を推計
した事例が報告されている（表 2）10）～13）．

（2）食品に由来する疾病負荷の推計
　保健行政における政策評価において，疾患毎の患者数
の他に，その疾患の重篤性も考慮する必要がある．1991
年より，Murrayらは世界銀行の要請を受け，WHOと共
同で疾病負担研究（Global Burden of Disease Study：以
下，「GBD study」とする）に着手し，時間を共通の単位
とし早死による生命損失年数と障害を抱えて生存した年
数を加算し，疾病による負担を包括的に示すDALYsとい
う指標を提唱し，それまで個別に分析されていた複数の
疾患や危険因子による健康被害（死亡と障害）を包括的
に比較することを可能にした14）．DALYsは現在の健康状
態と理想的な健康状態（健康なまま疾病も無く寿命を全
うする）とのギャップを示し，1DALYは健康な 1年の損
失と考えることができる15）．DALYsにより，死亡による
負担と致命的ではないが多大な障害を引き起こす疾病に
よる負担の加算ならびにそれらの直接の比較が可能と
なった．
　食品安全の分野においても，WHOは2000年のWHO

総会での食品安全に関する決議を踏まえ2），グローバル
な視点で食品由来疾患に関する対策の優先順位を考慮し
た新たな戦略を構築するために，「食中毒に関する諸問題
を疫学的見地から検討するための食品由来疾患疫学リ
ファレンスグループ（WHO/FERG：The WHO Food-

borne Disease Epidemiology Reference Group）」を2006
年に設置し，食品由来疾患の被害実態（Burden of Food-

borne Diseases）を明らかにすることを試みた．WHO/

FERGは，食品由来疾患に関する国際比較の指標として

表 2 　食品由来疾患の実被害患者の推計（10万人当たり）

根拠としたデータ
食品由来疾患の病原因子

腸管出血性
大腸菌

カンピロ
バクター

サルモネラ
属菌

腸炎
ビブリオ

リス
テリア

ノロ
ウイルス

感染症情報
80.710）

（49.5-133.1）*
（2011）

1,068.212）

（968.6-1,171.0）*
（2011）

患者調査
92.510）

（55.2-154.5）*
（2011）

31.710）

（19.2-51.8）*
（2011）

院内感染症対策サー
ベイランス事業

0.15711）

（2011）

民間臨床検査機関
の検査結果

3,214.513）

（8,199.8-18,067.2）*
（2011）

581.613）

（1,483.6-3,269.1）*
（2011）

75.513）

（192.5-424.2）*
（2011）

2,753.613）

（7,089.4-15,414.8）*
（2018）

436.713）

（1,124.4-2,444.8）*
（2018）

26.213）

（67.4-146.5）*
（2018）

食中毒統計（2011） 0.56 1.84 2.41 0.07 0.00 6.87
食中毒統計（2018） 0.36 1.57 0.50 0.17 0.00 6.66
* 95％ UI （Uncertainty Interval） （文献10）～13）をもとに作成）



GBD studyで開発された DALYsを用いた．DALYsによ
り，食品由来疾患の被害実態を急性ならびに慢性疾患の
患者数及び死亡者数としてだけではなく，それらの疾患
に罹患することによって失われた健康な生活時間の損失
として比較することを可能とした．日本はWHOの活動
に協力するとともに，日本の食品由来疾患として，カン
ピロバクター，サルモネラ属菌，腸管出血性大腸菌の 3
つの病原因子を対象とした事例研究を行った10）．WHOは
WHO/FERGからの報告を受け，2015年12月 3日に，「世
界の食品由来疾患実被害の推計結果」を公表した8）16）．
WHO/FERGは，10年に及ぶ活動の総括として，世界の
食品由来疾患に対する今後の対応を検討し，「①今回の推
計が入手可能な限られたデータからのものであり，実際
の被害よりも小さな推計であると考えられるが，世界の
食品由来疾患実被害を推計するという初めての試みであ
り，その状況を包括的に把握することができたこと」，
「②今後は，専門家間のネットワークを維持すするととも
に，各国の調査を推進し，推計精度向上のために更なる
入手可能なデータを増やすことを試みる必要があること」
を確認して活動を終了した．WHOは2020年の決議を踏
まえ，2025年までに食品に起因する疾病負荷の報告書を
更新することを目指し，WHO/FERGの活動を再スター
トさせた17）．DALYsの政策評価への活用をみると，オラ
ンダでは食品由来疾患の政策評価の指標としてDALYsが
活用されている18）．また，WHOが食品由来疾患の指標
としてDALYsを活用していることを踏まえると，DALYs

が各国の食品安全体制を比較する指標となり，世界貿易
機関（WTO：World Trade Organization）による“衛生
と植物防疫措置の適用に関する協定（Sanitary and Phy-

tosanitary Measures：以下，「SPS協定」とする）”で示
されている「適切な保護の水準（ALOP：Appropriate 

level of sanitary or phytosanitary protection）」の指標と
なりうる可能性もある19）．日本においては，世界的な状
況を踏まえつつ，まずは，食品に由来する主な病原因子
による急性胃腸炎疾患の実被害患者数を推計するシステ

ムを構築する研究を進める必要があると考える．

（3）食品寄与率に関する研究
　食品による感染の割合（感染源寄与率）とどのような
食品により感染するかの割合（食品寄与率）は，食品と
危害因子の組み合わせ毎の優先順位を決定する上で重要
なデータである．調査手法には，①専門家の意見を統計
学的に解析し，集約するという手法（expert elicitation），
②疫学調査結果を解析する手法，③対象とする微生物の
分子生物学的情報を解析する手法，④対策などの介入に
よる効果から解析する手法などがある．expert elicitation 

は十分な科学的データが不足している状況の中で目的と
する情報を得るために確立された 1つの有効な手法であ
り，米国20），カナダ21），オランダ22），ニュージーランド23）

でも用いられている．また，デンマーク24）25）では疫学調
査結果から得られた原因食品から解析する手法で食品寄
与率を公表している．日本においても，デンマークと同
様の手法を用いて，食品寄与率が推計されている．具体
的には，2007年から2018年の食中毒調査において特定さ
れた原因食品のデータを厚生労働省のホームページに掲
載されている食中毒調査情報より入手し，特定された原
因食品を食品群ごとに分類し，デンマークの解析と同様
に統計分析フリーソフト「R」を用いた食品寄与率解析
モデルにより，食品寄与率を推計した（表 3）26）．複数の
原材料から作られる食品が原因である場合は，その原材
料を食品毎に分類した．例えば，親子丼が原因食品と特
定されている場合は，公開情報には原材料まで示されて
いないため，一般的な料理レシピ情報から，鶏肉，卵，
野菜（タマネギ），ご飯の割合を求めた．この推計では，
原因食品の状態が加熱されているか，未加熱のものであ
るかは考慮せず，また，原因食品が特定されていない食
中毒事例は推計から除外した．食中毒調査結果から求め
る推計手法ではより多くの食中毒事例で原因食品が特定
されることが望ましいが，後述するように原因食品が特
定される割合は決して高くはない．食品中の病原細菌は，

表 3 　 7 つの病原微生物による食品由来疾患の食品寄与率（％）（2007年から2018年）26）

腸管出血性大腸菌 カンピロバクター サルモネラ属菌 腸炎ビブリオ ノロウイルス

牛肉 50.1 （47.0-51.5） 10.5 （10.4-10.8） 2.2 （1.2-4.1） 0  （0-0） 0.5 （0.5-0.8）
鶏肉 1.5 （1.5-1.5） 80.3 （80.1-80.4） 11.6 （8.9-14.8） 0  （0-0） 0.2 （0.2-0.3）
豚肉 0  （0-0） 0.5 （0.5-0.5） 1.8 （1.2-3.6） 0  （0-0） 0  （0-0）
鶏卵 0  （0-0） 0  （0-0） 34.6 （27.8-41.4） 0  （0-0） 0  （0-0）

魚類 0  （0-0） 0.5 （0.5-0.5） 7.2 （4.7-10.7） 50.3 （33.3-66.7） 1.2 （0.8-1.8）
二枚貝 0  （0-0） 0  （0-0） 2.5 （1.2-5.3） 49.7 （33.3-66.7） 75.5 （74.7-76.2）

野菜 42.3 （40.9-45.5） 0  （0-0） 34.4 （27.8-40.8） 0  （0-0） 9.5 （7.8-11.1）

（ ）95％ UI（Uncertainty Interval） （文献26）をもとに作成）



食品の加熱や凍結などにより，何らかの損傷を受けるこ
とがあり，このような場合は食品からの検出が困難であ
る．生産から消費に至るまでのフードチェーンにおける
病原微生物の汚染実態に関する調査を充実させるために
も，食品安全分野での分子生物学的手法の導入に関する
世界的な潮流を踏まえた対応を加速するような研究が推
進されることが期待される．また，食品業界に蓄積され
ているビックデータを活用した分析ツールの開発は，従
来の食中毒調査手法を補い，原因食品の究明の精度を高
めることに寄与する可能性がある．

4．分子生物学的手法を用いた食中毒の原因調査に
関する研究

　食品中の病原微生物のリスクへの対応には二つの視点
がある．一つは食品の調理・製造工程中のリスク管理で
あり，もう一つは食品を原因とする健康被害，いわゆる
食中毒が発生したときの危機管理対応である．前者につ
いては，2018年の食品衛生法の改正により，調理・製造
工程における病原微生物などの危害要因のリスクを分
析し，管理をするという HACCP（Hazard Analysis and 

Critical Control Point）による食品衛生管理手法の導入
が進められている．食品製造工程における危害分析にお
いて，製造工程のどの段階でどのような微生物の汚染が
あるかを把握することは重要であり，次世代シークエン
サー（NGS：Next Generation Sequencer）を用いた解析
により菌叢を把握すること等も行われるようになってき
ている27）．後者については，冷凍，冷蔵技術が発達し，
全国各地に食品を届けることができるようになり，複数

自治体に関連する食中毒事例が増加していることから，
広域食中毒事例への対応が強化された．ここでは，食中
毒調査に係る今後の研究の方向性などについて考えてみ
たい．
　各都道府県等は食中毒の発生を探知すると，その被害
拡大を防ぎ，再発を防止するために，原因食品，原因物
質及び原因施設を特定する食中毒調査を実施する．各都
道府県等において食中毒として探知された事例は食品衛
生法に基づいて厚生労働省に報告され，食中毒統計とし
て公表されている．食中毒調査において，原因食品を特
定するには，食中毒患者，食中毒患者と同じ食事をして
いた人，一緒に食事をした飲食店などの施設の責任者，
飲食店などで提供したメニューの食材などを提供した人
などの関係者からの聞き取りを行い，それらの情報を分
析する疫学調査を行うとともに，食中毒患者の嘔吐物や
便，原因と疑われる食品や使用した調理器具・機材，施
設の汚染状況に関する調査（病原微生物の分離）を行う．
このような疫学調査と実験室での分析結果を踏まえて，
原因を究明する．疫学調査の結果から原因食品が特定さ
れることもあるが，患者の下痢便等から病原微生物が分
離されても，原因食品と疑われる食品から原因微生物が
分離され，患者から分離されたものと同一であると確認
されない場合は，原因と特定された施設で提供された食
事が原因食品（“食事特定”）として報告される．食中毒
統計をみると，“食事特定”の割合は，2018年の報告では
患者数全体の61.6％であり，2019年は65.3％であり，
2020年は55.1％であった（図 1）28）．
　原因食品を特定する際に用いられる分子生物学的手法

図 1 　食中毒調査による原因食品の分類ごとの割合（％）2018～2020年

7.0%

6.4%

4.9%

2.6%

6.3%

4.7%

61.6%

65.3%

55.1%

8.2%

4.0%

2.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2018

2019

2020

魚介類 魚介類加工品 肉類及びその加工品 卵類及びその加工品 乳類及びその加工品 穀類及びその加工品

野菜及びその加工品 菓子類 複合調理食品 食品特定 食事特定 不明

12.3%

9.0%

30.1%



は分析機器の発達により変化している．パルスフィール
ド電気泳動法（PFGE：Pulsed-Field Gel Elecrophoresis）
による分子疫学解析技術は1990年代に登場した．DNAの
フラグメントを解析するものであり，バンドの濃さや移
動度から菌株の同一性を判断している．このようなDNA

のフラグメントの解析は異なる研究室で実施する実験者
によって違いが生じる可能性があり，複数の研究室の結
果をまとめることができなかった．2000年代に入り，高
性能のキャピラリー型 DNAシークエンサー装置が普及
し，遺伝子の配列を基に菌株を識別するMLST法（Multi-

locus Sequence Typing）や MLVA法（Multiple-Locus 

Variable-number tandem repeat Analysis）を一般的な研
究室で実施することができるようになった．MLST法は
細菌のゲノムの複数個所の配列を決定し，その配列情報
に基づき菌株間の差異を判別する手法であり，MLVA法
はゲノム上に複数個所存在する繰り返し構造（リピート）
を読み取り，そのリピート数の違いから菌株の相同性を
解析するものである．これらの手法は再現性が高く，複
数の研究室のデータを同時に解析することができる．更
に，2010年代には次世代シークエンサーが登場し，微生
物 菌 株 の 全 ゲ ノ ム 配 列（WGS：Whole Genome 

Sequence）に基づく分子疫学解析が可能となった．
　日本では，2018年に腸管出血性大腸菌 O157，O26，
O111の遺伝子型別検査に反復配列多型解析法（MLVA法）
を用いるようになった29）30）が，次世代シークエンサーを
用いた全ゲノム配列による分子疫学解析技術は導入され
ていない．しかしながら，米国では，"Whole Genome 

Sequencing （WGS） Program" を立ち上げ，食品医薬品局
（FDA：Food and Drug Administration）と 農 務 省
（USDA：United State Department of Agriculture），疾病
管理センター（CDC：Center for Disease Control），国立
生物工学情報センター（NCBI：National Center for Bio 

and Industry）が共同で，2013年に "Genome Trakr Net-

work" を構築し，次世代シークエンサーを用いて食中毒
の病因物質を探知する仕組みをスタートさせている31）．
全ゲノム配列の解析により食中毒の病因物質を特定する
には，対象とする病原体のゲノム情報を整備する必要が
ある．"GenomeTrakr Network" では，まずは，リステリ
ア・モノサイトゲネス（Listeria monocytogenes）を第 1
候補として解析を進め，その後，サルモネラ属菌に関す
るゲノム情報を蓄積し，複数州に関連する食中毒事例の
原因食品特定に成果をあげている．例えば，2016年に複
数州で発生したリステリア集団感染の原因食品が冷凍野
菜であることを特定した．さらに，この冷凍野菜が2013
年に発生していたリステリア感染症の原因であることも
全ゲノム配列の解析により確認された32）．また，2020年
に米国で発生した Salmonela Stanleyによる食中毒事例の

原因食品が中国産乾燥きくらげであることを特定し，公
表した33）．この事例を受けて，日本に輸入される中国産
乾燥きくらげの食品監視が強化された34）．リステリア・
モノサイトゲネスを第一候補として解析を進めた背景に
は，2011年に公表された“米国の食品由来疾患の実被害
患者の推計に関する研究報告”において，リステリア推
定感染者は1,591人（95％ CI: 557-3161），死者は255人
（95％ CI: 0-733）と報告され，高い致死率が示されたこ
とがある35）．また，米国・CDC の新興感染症プログラム
（EIP：Emerging Infections Program）による食品由来疾
患アクティブサーベイランスネットワーク（FoodNet）
による米国内10か所の監視サイトからの2020年の報告に
よると，リステリア推定感染者は10万人当たり0.2人と公
表されている36）．健康な人であれば風邪のような症状で
済むが，免疫の弱い人（妊婦や乳幼児，高齢者など）で
は重篤な症状を示すことがある．また，患者の約40％が
妊婦と推定され，流産や死産などを引き起こす可能性も
あることから，第一候補として取り上げ，対応を強化し
た．また，ヨーロッパでも，次世代シークエンサーを用
いた全ゲノム配列による分子疫学解析技術は導入されて
おり，2015年以降，オーストリア，デンマーク，フィン
ランド，スウェーデン，英国において，冷凍コーン及び
その他の冷凍野菜との関連の可能性がある侵襲性リステ
リア感染アウトブレイクが確認された37）．
　以上のように，世界的には次世代シークエンサーなど
を活用した食中毒の原因究明調査を実施しており，原因
食品が特定されなかった食中毒事例の原因食品が特定さ
れるようになってきている．日本においても，食中毒調
査における次世代シークエンサーを用いた全ゲノム配列
による分子疫学解析技術の活用に関する研究が推進され
るであろう．

5．まとめ

　本稿では，食品中の病原微生物によるリスクに関する
研究を中心に，食品安全に関する研究の国際的動向につ
いて述べたが，食品安全に関する研究は多岐にわたる．
2021年度の食品安全研究分野の厚生労働科学研究費38）の
採択課題をみると，食品中の病原微生物に関する研究以
外にも，「食品添加物の安全性確保に資する研究」，「食品
や環境からの農薬等の摂取量の推計と国際標準を導入す
るための研究」，「輸出先国のリスク管理に対応した残留
農薬データ等の補完に関する研究」，「食品用器具・容器
包装等の安全性確保に資する研究」，「日本国内流通食品
に検出される新興カビ毒の安全性確保に関する研究」，
「ゲノム編集食品の安全性確保に関する取り組みの周知と
さらなる安全性確保に寄与する手法の探求」，「食品行政
における国際整合性の確保と食品分野の国際動向に関す



る研究」，及び「食品中の放射性物質の基準施行後の検証
とその影響評価に関する研究」などがある．また，農林
水産省には「レギュラトリーサイエンスに属する研究」39）

があり，食品安全委員会には「食品健康影響評価技術研
究」40）があり，関係省庁間で連携をとって食品安全に関
する研究を推進している．日本における食の安全は，食
品安全に関する様々な研究より得られる科学的な根拠に
より確保されている．食品安全に関する研究は国際的な
動向も踏まえ，様々な視点から推進されるものと考える．
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